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人にやさしいまちづくり条例施設整備マニュアル
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第 2 章　整備マニュアル
第１ 建築物
　１ 利用者用の出入口
　２ 利用者用の廊下等
　３ 階段に併設される傾斜路
　４ 利用者用の階段
　５ 利用者用の昇降機及び乗降ロビー
　６ 利用者用の便所
　７ 利用者用の駐車場
　８ 利用者用の敷地内通路
　９ 観覧席・客席
　10 利用者用の浴室
　11 利用者用の更衣室及びシャワー室
　12 客室
　13 受付・案内カウンター及び記載台
　14 公衆電話所
　15 券売機
　16 案内標示等
　17 授乳及びおむつ交換の場所

第１の２ 小規模施設

第２ 建築物以外の公共の交通機関の施設
　１ 便所
　２ 授乳及びおむつ交換の場所

第３ 道路
　１ 歩道及び自転車歩行者道

第４ 公園
　１ 出入口
　２ 園路
　３ 休憩施設
　４ 階段
　５ 便所
　６ 案内表示
　７ 駐車場
　８ 照明

第５ 駐車場
　１ 車いす使用者用駐車施設
　２ 出入口
　３ 照明
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第 3 章　条例及び同施行規則
人にやさしいまちづくり条例
人にやさしいまちづくり条例施行規則
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